
※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

/夕 日

ポ ス タ ー 作 成 証 弓

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (囃る 第 1区 )

候補者氏名  )矛久/″
 名/合 つヽ

   ●

注

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ご とに別々に作成 し、候補

者からポス ター作成業者 に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…11易杢澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
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ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ~矧
駄∬豊繁訂響

~
住 所

法人代表者氏名 屁編贋平不
一
夕
一同

作 成 枚 数 ¬じ。/ 枚

作 成 金 額 P≧S,3う o′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 3ゝη  箇所

単価 ×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成zろ 年 午 月′9日

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (申 第 /区 )

ポ ス ター作 成 証 明書

候補者氏名

言己

ハチキウ可●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
|ま易査雰

の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
|よ易杢澪

の端数

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 ‐名称 め 金 添
住 所 な球 獅|オイ続 ″↑目zネル
法人代表者氏名 ォヽ赤駆前後 ろゝ 子 降≧―

作 成 枚 数 //■ 枚

作 成 金 額 %δ′,′ δ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ∂ζァ箇所

注

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成23年 、ハ月/ 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (1索 第 ′ 区 )

候補者氏名手彗 生 イ起 明

コ
Ｌ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 触3面響fこ長Magic
住 所 〒3400032埼玉県車加市逓瓢 ]586フ

TEL 090-2732-4035 FAX 048-928-7039

法人代表者氏名 モンスターマジック 代表 伊嶋 ひとみ

作 成 枚 数

「

′′ / 枚

作 成 金 額 子 7`弓 ′´ο /  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 3∫ 7/ 箇所

狂ヽ

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者 に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合 には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額 は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以 下の場合

=単価…
1ま易杢界

の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数
単価×確認された作成枚数=限度額
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

平成2多年十 月 2日

=ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (為 第 1区 )

候補者氏名 う二塁JR喬条」 ●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 オ藤 %切,次
住 所 ′争超霊死ミ2ヽたまイを学争ぃL属晨笙シ8ミノィンーノ0
法人代表者氏名 赫 夢萩万″猷 蒸

作 成 枚 数

『 θθ    ′    枚

作 成 金 額
/、 /ヲ う/ι

'こ

フ/  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 3 5 7 /    箇所
注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)_~早
lЩ …

は単価…は易奎澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



| ※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。
|

ポ ス ター作 成 証 弓

日ゞ

／
月γ年弓成平

　
童
自

次の とおリポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙
暉輛

第 ⊇=区
)

候補者氏名
 疑夢

言己

亀乙 ●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以 下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 Eフ殊ム千囁」の  ′

住 所

法人代表者氏名 里予く人 1亨美 /
作 成 枚 数 72θ 枚

作 成 金 額 /よ 3ノ /62′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ∠θ/箇所

圧̈



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成23年 争月 /日

ポ ス ター作 成

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (点 第 2区 )

候補者氏名  亥ヒ ノ
j⌒

、  イ色 大dcl)

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の機

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
|ま易歪澪

の端数
単価×確認 された作成枚数=限度額

証 明 書

口己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 へ,たヽネ上 次 巳佐P4代
住 所 〕ll風 マ包町 1午 各 2も l′

法人代表者氏名 ス 凪 麦 彦

作 成 枚 数 ナ、606  ́  枚

作 成 金 額 662、 も。D  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ι明′→ 師
圧ヽ



平成))年κ 月ノ′日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ね 第 ユ 区 )

候補者氏名 夕 角 ル 竹

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるボスター掲示場数が500以下の場合

=単価 …1円未満の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超え

557、 115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額
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ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 粥たノく久れL ホワ牟卜
''多

し了り〕デ /
住 所 条省、か多名多aq:こ /´ ′́f_1_2_ダ

法人代表者氏名 代表取締役誕乳」じ鷺司
作 成 枚 数 ジろο 枚

作 成 金 額 ノbZ′∫′   円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ノo/   箇所

lI



の作成枚数を確認した上で作成してくださしTコ| ※契約履行後に実際|

平成23年 笑月//日

ポ ス ター作 成

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員=股選挙 (燿ラ 第 ジζ 区 )

側幡臨 表 ゑ 一子 ●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場致× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

証 明 書

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 麻 ガかを ホクトエンジ三アノこク
・

住 所 初 巻島Z動ら /」 82ふ錯
法人代表者氏名 、名 ム ′む 刀 /

作 成 枚 数 ′′′ン
作 成 金 額 ぢ玉Zノ ′K再ク円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 び′/月所

狂

単価…11易杢澪
の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成2,年 1月 螂日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会謁

イラヒネ膚

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
|よ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 じワ
い

|ノ

住 所
tlナ ロンLシアpレ4″夕2'

法人代表者氏名 摯り抒 ″オ
い
″

作 成 枚 数
′)の )/ 枚

作 成 金 額
/ヽ /ο ク、ゎ %)/ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 gO/  箇所
狂̈
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成′;年 1月  '日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (F乳 第 女3区 )

飾者氏名利ロエ祠●
コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 獄 会社光陽メデイア

住 所
東京都新宿区築地町幡 地

法人代表者氏名 輯数社長大 野 清

作 成 枚 数 ゛´́  / 枚

作 成 金 額 ζ,P文´́  /円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ど′/ィ   箇所

い狂

1 この証明書 は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、

者か らポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書 に添付

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポス ター作

者は、埼玉県に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

→価…な易杢澪
の徹

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
`:易

歪澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

補
　
　
て
　
　
業
　
　
負

候

し

成

費



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成2メ 年 9月 る
｀
日

ポス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (澪i第 )区 )

候補者氏名 れミズミ 1毛 4JII〉

記

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ガPa/パ ニ゙ ラィ
“
ブレ,レム

住 所 さい7(4市惰南エル テ́以3-ダ
「19

法人代表者氏名 荻  lη  一 叡3 _
作 成 枚 数 どっο  ′    枚

作 成 金 額
7タグ」与ο  ́ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ι。′ ン    箇所

狂

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

② 限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…と易杢界
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執イ子 埼玉県議会議員一般選挙 (11熱 第 2区 )

候補者氏名

言己

1 この証明書 は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者 に提 出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合 には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成ュむ年 D月 /`日

ι n‰

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 株式会社三雲 』r π
住 所 崎玉県川 口雨秒J崎 2丁 目15番 3号

法人代表者氏名 代却聯役生 田 i泰 夫

作 成 枚 数 ′′′  枚

作 成 金 額 ゾ7〃

「
多́′́円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
/

∠′//箇所

狂ヽ

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価∵
|ま易杢澪

の端数
単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成ユ3年 十 月 1日

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (1峯 第 2

候ネ南者氏名
   ガ ひ

区 )

濶●
コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 マ不重セ  Tル ークリェイト
住 所 マ蒲惰p3区千目23-|-21′彩レ1ビうF
法人代表者氏名

作 成 枚 数 ク′∂/ 枚
作 成 金 額 ≠/2`乙夕0′  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 びο ノ /   箇所
い任

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求する ときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=輌¬し易杢澪
の機

ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

=単価…
|よ易査澪

の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成⊇8年 々月 //日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執イ予 埼玉県議会議員一般選挙 (Й 第 3区 )

候補者氏名  曰 下 宰千 ィヤ・
0

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 望月
`口

刷株式会社
住 所 埼玉県さいたま市十央区円阿弥五丁E18春 36号

法人代表者氏名 代表夏綺及 高 ロ ネと一

作 成 枚 数 上 cθ  ヾ 枚

作 成 金 額

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /2// 箇所

注

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポス ター作成業者 に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合 には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557、 115円 +26円 73銭 × (ポ スター掲示場数 -500)_
ポス ター掲示場数

単価 ×確認 された作成枚数 =限度額

鰤…ι易歪澪
の徹



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成23年 1月  1

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選

候補者氏名

叡
花

ぬ第

預

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 株式会社バリューアップシステムズ /

住 所 〒108-0074東京都港区高輸4-24-40-202 ′

法人代表者氏名 代表取締役 田 中 克 紀 ζ

作 成 枚 数 /タダ 枚

作 成 金 額 276/2θ ダ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /27′ 箇所
注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ぬ易杢澪
の機

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数
単価×確認された作成枚数=限度額

数Ш姉の満
げ

未
上

円
切

１
は



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成2)年 /月 2′ 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員=般選挙 (ra第 ≠ 区 )

候補者氏名 αヽ  ホー  ノ次

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超え

コ
し

る場合

単価… 数コ姉の満
げ

未
上

円
切

１
は

557.115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 有限会社iプロジェクト
住 所

刊個枢跳橘瑠果捌謡
法人代表者氏名 代表取締役 榎 原 伸 生

作 成 枚 数 Pィ ク́  枚

作 成 金 額 /7/′ /´ ´ / 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /P/  箇所

注



平成′多年十月1日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (171第
1た

区 )

候補者氏名籠hかみ′ワ
=

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 して公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるボスター掲示場数が500以下の場合

=単価…11易杢澪
の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるボスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
ポスター掲示 :

コ
し

一〓
ロ

1円未満の端数
は切上げ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 卜考た
'実

マクてηギスフ塚つ存竹
住 所 嬌●レ 綺身らわ 曰勿 叫 zJタイ∂F

法人代表者氏名 賜 リ ノラ女

作 成 枚 数 フ豚ク  ́ 枚

作 成 金 額 Zキ ス|よθ/ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
lδ」箇́所

江ヽ

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成・
'年

y月
/日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (小 第 /区 )

臨銘 之下淋 (●

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 あかつき印刷株式会社

住 所 東京都渋谷区千駄ヶぶ4-25-2

法人代表者氏名 代表取筆晨佐キ _

作 成 枚 数 χ 2   枚

作 成 金 額 ′7θ ′θθ′円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /3/´ 箇所

lI

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…11易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数        単価…
ll易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 ≧夕年 十 月 夕 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

平成 23年 4 月 10日 執イ子 埼玉県議会議員一般選挙 r串 第 夕 区)

ガ v″

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

数即姉の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 (4, 秀牽段捨
住 所 で、こ怖 ψ二物ロフρ
法人代表者氏名 小凍像猜′グ瑳 外α/な

作 成 枚 数 り′́ ′

作 成 金 額 /3ん′)′ / 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /∫′′箇所

江ヽ

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成23年 4月 9日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (蒋
、

第 、,区 )

候補者氏名
  れ ォ 鎮

、
 ●

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 ″六浚わゴ´
久

住 所 ■‐た者ズl多区杵 駒2つの
法人代表者氏名 九 日ヽ 契

作 成 枚 数 3)ひ  /     枚

作 成 金 額 よ占♪、ダあ/     円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /よ′ ノ     箇所
注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の機

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

補
　
　
て
　
　
業
　
　
負

候

し

成

費



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

証 明 書

琢た● /

コ
し

平厖′年十月/日

ポ ス ター作 成

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選
芦

(ヒ
考う

第

候補者氏名 、9 斤f

多区)ン

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 獲滅チ解t赫式会社/

住 所
,絲 刊々諷転閥嬌午―|ィ

{

法人代表者氏名 凍有汗1口為子/

作 成 枚 数
牟οア /

作 成 金 額 ′
71マ ι/2ο /    ′       円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2θ  /         所

江̈

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

・

        ポスター掲示場数     =単 価…
ι易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成2ラ年 /月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会調

候補

1 この証明書 は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者からポス ター作成業者 に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払 を請求することはできません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポス ター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易歪澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超 える場合

=単価…な易歪澪
の機

単価 ×確認 された作成枚数 =限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 (株う7ふ゜
イン l― /

住 所 ヶクニ辛力物,顔 ユグれ ィータ_Iョゥ
法人代表者氏名 〃,地 歓 久 /

作 成 枚 数 ∂´沙/枚

作 成 金 額 ノクθ/´ θ
/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 フ∂タク箇所
い江



ポス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議:

イ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 チィを街のみ哺酢)ィ
住 所 りヽヽレ[ヤヤ化色n'可′不

`弓

-2
法人代表者氏名 ■4 ソうだに /   /

作 成 枚 数 ン ′  枚

作 成 金    額 /ノ会〕́ 4/‐

/

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /攣 メ箇所

江ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…な易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

イ メ

※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成ン3年 y月 >日

記



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成メ3年 7月 /日

ポ ス タ ー作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (派lヵ 7ァ )

候希者氏名ヵ′〃剣考 /́

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 笏lス
フ晰α]淋べM/

住 所 をぃた」タタ麦′爛π絲み弁フ/

法人代表者氏名 ノ影卿″′ 多浚杉形多′
作 成 枚 数 9θθ/枚

作 成 金 額 ′夕のョθ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
/(■タ ノ」7み 箇所

い江

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合 には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301、 875円 +510円 48銭 ×ポスタニ塑示場数 =単価ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超え

557,l15円 +26円 73銭 × (ポ スター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認 された作成枚数=限度額
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数
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 ラ弓年 3月 3ノ 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ラ1第
′
7噂

ヱ 諦候補者氏名
 )ェ ェ

言己

注      ノ

1 この証明書 は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポス ター作成業者に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求する ときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合 には、ポス ター作成業

者は、埼玉県 に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙 区におけるポスター掲示場数 × 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
ι易杢澪

の端数

単価 ×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

単価×確認された作成枚数=限度額

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ブ百限分た″ド玉、′ッフ∂レス /
住 所 ■―λ」ヤ摘ん下脅笙;―′ルチールタ
法人代表者氏名 バ象予群ψ

`工
歯″ g`

作 成 枚 数 ュ″  ′         枚

作 成 金 額 夕″ ″7マ        円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /針名 /    箇所

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成23年 3月 /6日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (n第 ノ＼ 区)

候ネ甫者氏名ギ、り召 万ゞ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭×(ポスター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 壻画し会ネニライム乙ルく
住 所 さぃ■さキ「尋区アL争夕1 3-⊇θ―/′

法人代表者氏名 森 lη  ―豪,

作 成 枚 数 23,  枚

作 成 金    額 73ち 夕す′  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /2ア  箇所

注

単価…と易杢澪
の端数



平成23年 ゾ月 /目

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (言諭第 P区 )/
/ノ|｀1孝l二 1昇りそ/11lfP/候補者氏名

言己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 力『瞼 た
"レ

lЬ ルヽ71に ∠
住 所 さぃたま年,南

｀
未。[痺笠3-lPブ 1_:_1_`_ノ

法人代表者氏名 存蒸及作役 手内経月 /

作 成 枚 数 父 ″  枚

作 成 金 額

「

P′ ιη石ノ/円
当該選挙区におけるポスター掲示場数 ノ27   箇所

狂̈

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数三■500)=単価
 |よ易杢riの

あ喘数
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成>3年 ゾ月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一カえ選挙 (辞

'第

3区 ) /
ヽ
、
１
０

印タプ名氏者補候

コ
し

/

1 この証明書 は、作成の実績に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求す るときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合 には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限 度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…li易歪澪
の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…な易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 株式公注総神 刷 高永  ′
住 所 紳戸市東灘区御影塚町3丁目7水 12子  /
法人代表者氏名 代表聴緞 高 永 好 政  /

作 成 枚 数 /fっ  枚

作 成 金 額 メ/´ ,っ ′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /ュ ァ 箇所

江ヽ



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成23年 ワ月 / 日

ポ ス タ ー 作 成

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (′臼 第
′

区)

候儲略 ′口|を
言己

証 明 書

外●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 有限会社iプロジェクト
住 所

〒鰤-OM枢
詳古驚醐 黒酬Л

法人代表者氏名 代表取締役 榎 原 伸 生

作 成 枚 数 が′′/枚

作 成 金 額 ∠ダイノ∠/ワ

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /ノィ箇所

注

1 この証明書 は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 して くだ さい。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合 には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超 える場合

557、 115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…
|ま易杢澪

の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成)3年 y月 / 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

候補者氏名

言己

戌彩曰表た

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 サシヮフォ移、イ
)升ゝ 凋 雄 ´

住 所 東マ黎擁家縁 変←ルー′
法人代表者氏名 多くム 碑次

作 成 枚 数 ′
`竃

ク     枚

作 成 金 額 /z′ ′́θ一/    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /夕 今/      箇所
lI

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ll易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ι易杢澪
の機

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成ユ〕年 Y月 / 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議

候補

江

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…な易杢澪
の機

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)
ボスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 璧 布 施 印 刷 所 /
住   所 |さ いたま市/n~和 区仲町2丁 目8番 3号  /

法人代表者氏名 代表取締役 布  施  幸  雄

作 成 枚 数 ご ′′   枚

イ乍 成 金 額

/

/′ ぇι7〆   円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /′ / /  箇所

輌…ι易杢澪
の徹



平成 求,年 ≠ 月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (澤乳 第 10区 )/

候補者氏名  営 ム奇  栄 う合

',(1,)

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数 =限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 矛べ合F」lさ また
『

公片反会 /
住 所

_三 _ぃ■_■ _主

'虜
わ塁勒 2アQ4ざ ζ_う _

ィく13弔癖″ 昇呈ミ「新た法人代表者氏名

作 成 枚 数 ク タ∠  枚

作 成 金 額 ′ゼ ´´ゎ
/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 λ,,箇所

江



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください

平成 )3年  ツ月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一nl選挙 (Й 第 /ο 区 )

候補者氏名 っ[牙寸 勇 大し ●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|よ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
lし易杢澪

の端数
単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 株式公在総合印刷 高永 ´

住 所 神戸市東灘区御影承町3丁目7ふ 12号

法人代表者氏名 代表鶉緞 高 永 好 政 ′

作 成 枚 数 R3´ ´

作 成 金 額 夕′∠′′ゎ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 23よ/ ,箇所

注



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

証 明書

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (巾 第 l1/

候補者氏名 由稿 そ`iヒ / ●

=単価…と易杢澪
の端数

記

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

平成03年 ヮ  r日
/

ポス ター作 成

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明します。

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 ・名称 闇ラ図署湘 ぬ在 /
住 所 せ、こυ午帝I顕 1ヽ13-卜●′

法人代表者氏名 ぐ■取(キ↑晏ふ業ilラ句 ノ
作 成 枚 数

今ゝ。 /      枚

作 成   金   額 争n〕 `oυ
o「      円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
l牛,  

′     箇所

圧

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…と易杢澪
の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成乙う年午月 1 日

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (、キ 第 |1 区)

候補者氏名 るf染 喘ヒ 水

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
―株式会十NKコーポレーション

~

〒1750082東 京都板橋区高島平5-27‐ 1
住 所

法人代表者氏名
代表取締役 永  富  敬  士

イ乍 成 枚 数 27′ /枚

作 成 金 額 /27ノ が

『

ο F″9

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /グξ夕所

江̈

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限 度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易査澪
の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ι易杢Fの
端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額



平啓>♭年プ
リ月 / 日

ポ ス ター作 成 圭
日

次のとお リポスターを作成 した ものであることを証明 します。

※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

証 弓

平成 23年 4月 10日 執行

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者 に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合 には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポス ター掲示場数 × 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…と易杢澪
の徹

単価×確認された作成枚数=限度額

ｔ送
几
又

●
乃一一貝〓祓〈

ム
〓祓県玉埼 ′区)

猾/

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 絲イタわ ¢て
'7珀

」/

住 所
一殉

一マ
一
ィ一

多一和一硼
一
彩一‘ 1/1多

/8

法人代表者氏名 呻がそ雄 御 /
作 成 枚 数 2qυ/   枚

作 成 金 額 /P3、 876  ́ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /争∫
｀
/  箇所

江



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成2ヲ 年タ月 /日

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 lQ日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (lo第 |1区 )

ポ ス ター作 成 証 明 書

候補者氏名

言己

堤叶著●●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 入者_九七_オ多酢―_/…___
三_l:■■ヤ耳妨 囃 _3-//―/主 _フ

住 所

法人代表者氏名

作 成 枚 数 タ ルの
/

作 成 金 額 ろ33ノ 3`り/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /7� ジ箇所

狂ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとにЯU々 に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合に

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限 度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301875円 +510円 48銭 ×

…

=単価… 1円未
は切上ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557115円 +26円 73銭×(ボスター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

業
　
　
負

成
　
　
費

作
　
　
公

一
　

　

く

夕
　
　
づ

ポヽス　　罐　　　　　　　　鋏

は
　
　
契
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
げ

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成23年 ダ月 /日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (′争 第 |フ

候補者氏名  ノl  ` 」笑⊃
Ｄ

仁

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
1ま易奎澪

の端数
単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 外本べ小ネル しal~.ヽ フヽ ァ・うン方一/

住 所
12庁
、ろPシ本こb公 /ァρ41■ _(1ジ

法人代表者氏名 pキ 因 ネ  /
作 成 枚 数 グ2′  枚

作 成 金 額 θ,)/′ ´′  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2′ // 箇所

狂

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成27年 午月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議

候補

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合 には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…な易杢澪
の徹

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ti易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ュニ 7｀す
い/ン       ′

住 所 むπすを見制区並六I11:査 _グ
法人代表者氏名 労オ秀三滉    /

作 成 枚 数 午´∂ /  枚

作 成 金 額 タ ク P ′ρο/    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2ο /    箇所

lI

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

二r成ュう年

“

月/←日

ポ ス ター作 成

次 のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

証 明書

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (印

候補者氏名 ,β

第 12区 )

多年 ●
コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 華陽印刷株式会社
住 所 〒3440054埼玉県春日部市浜川戸l182

法人代表者氏名 代表取締役力日 藤 宗 男

作 成 枚 数 夕′≧   枚

作 成 金 額 zク生)メ θ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ユθ/ 箇所

任̈

明書 は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

ス ター作成業者に提出 して ください。

一作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付して

明書を発行 した候補者について供託物が没収

玉県に支払を請求することはできません。

候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及

額は、次のとお りです。

数

該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

度額

当該選挙区におけるボスター掲示場数が500

301,875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =
ポスター掲示場数

ポスター作成業

づ く公費負

単価×確認 された作成枚数 =限度額

口 当該選挙区におけるポス ター掲示場数が500を 超え

557,l15円 +26円 73銭 × (ポ スター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数       =

単価×確認 された作成枚数 =限度額

1 この証

者 か らポ

2 ポス タ

ください

3 この証

者は、埼

4 1人 の

担の限度

(1)枚

当

(2)限

イ
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約
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 )0年 ″ 月 /日

ポ ス ター作 成

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (Fp第 /3区 )

候補者臨 場 ロエ~

証 明 書

コ
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…1:易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…な易奎澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 パ朱ズ 決 在  ヒラ ノ

住 所 _LんくFネヤ //オー//θ

法人代表者氏名 子 を
'Д

イ色

作 成 枚 数 ← υ´   枚

イ乍 成 金 額 27′、′́ ′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 こ′/ 箇所

江̈

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

ポ ス ター作 成 証 明

日／月子年毬δ成平
　
童
日

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ノあ 第 d 区)

然ヽ候補者氏名 善多 ふ

言己

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301,875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =単価・…ι易杢界
の端数

ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 玖ズハれ イ晩明岬昴11

住 所 。い晏ヤキ例エマ野揉 g3′―/

法人代表者氏名 /ti表驚鮮役 猥 明上昇
作 成 枚 数

夕8′ '  枚

作 成 金 額 円
♂′′″ど′″

当該選挙区におけるポスター掲示場数 29/`   
箇所

単価



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成♪3年 /月 /日

ポ ス タ ー作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (イ行
第 /〕

区)

候補者氏名/久 ゥヽ (0

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301,875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =単価…と易杢澪
の端数

ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

記

＼

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称
一櫛城壮NKコーポレーシヨンー

〒1750082東 京都板橋区高島平5-η -1住 所

法人代表者氏名 代表取締役 永 富 敬 士

作 成 枚 数 よJ¬少枚

作 成 金 額 Z3ん び7″ 円
当該選挙区におけるポスター掲示場数 スタ/箇所

江ヽ

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

=単価…ι易杢澪
の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成♪B年 ダ月)′日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (Й 第√さ 区)

候補者氏名 乗だとすも ん  ●

コ
』

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 あかつき印刷株式会社  /

住 所 東京都渋谷区千駄ヶ本4-25-2

法人代表者氏名 代表取蜂■磁彎 ´

作 成 枚 数 認 2′ 枚

作 成 金 額 シ色「ム′∫フ円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 >ア /箇所

圧̈

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557.115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)=単
価 …

1]易杢澪
の端数

ポス ター掲示場数
単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成 ♪,年 に 月 /日

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4 月 10日 執イ予 埼玉県議会議員一般選挙 (峰
 
第 /ブ 区)

候補者氏名
瑳有 身 たか イ

争

コ
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…11易杢澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数 -500)
=単価…

ポスター掲示場数       ~
数端の満

げ
未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 (ね  多%″/41

住 所 _ン′%ヤ ン、なりf__2をたグイ__

考多 俊 雄法人代表者氏名

作 成 枚 数 Ps乙つ ・枚

作 成 金 額 ヵ 許 ζ́¨ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ジノ/.箇所
注

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成
'3年

″ 月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (Й 第/〃 区)

飾者氏名ホ抒夕共 ●
コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 C林o秀 美 /Pル ]′

住 所 派 )|ヤ下=こ ふ ′ノ∫

法人代表者氏名 ヤ 蔚 /弊 美

作 成 枚 数

/

,メ θ   枚

作 成 金 額 θιδ,′
´θ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /7伊
´ 箇所

注

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポス ター作成業

者は、埼玉県 に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次の とお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ

ロ

当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301,875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =単価 …は易杢澪
の端数

ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
と易杢澪

の機

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成2'年 /日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

%月

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般 j翌挙 (Й 第 /0

候補者氏名 刈 ノι

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれ

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

区 )

捩̈
コ
し

ごとに別々に作成 し、候補

証明書を請求書に添付 して

場合には、ポスター作成業

ぞれの契約に基づ く公費負

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価
|̈ょ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数≡限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…

単価×確認された作成枚数=限度額

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 右熙芥″ )η ′日η斤1 `
住 所 洵ブ研瀞可T可ロケメ′′/夕え
法人代表者氏名 ダ知(酢皮颯対瀞参

作 成 枚 数 ′′/´ 枚

作 成 金 額 ′σこ
'/θ

 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 //′  箇所

圧



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成2つ年4月 |ム 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (R第 |● 区)

候補者氏名  子年 十  
一

イR(11ン

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超え

557,115円 +26円 73銭×(ポ スター掲示場数-500)=
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

る場合

単価…は易杢澪
の端数

12



平成 23年 7月 2∫ 日

ポ ス タ ー作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (4第 /ξ 区)

候補者氏名
 子 λ  慣 力色

  ●

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…li易杢浮
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=輌¬l易杢澪
の徹

単価×確認された作成枚数=限度額

己一〓
ロ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 ・名称 粂たこ潤 7ッ シリス`り株式ゑオ上

住 所 が、今ャ央代)(111夕
`を 'そ法人代表者氏名 t女 た 茶2嶋

作 成 枚 数 ∂
" 

枚

作 成 金 額 ルクοθοθ/ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /∂ 3箇所

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平 成 23年 十月′2日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…

単価×確認された作成枚数=限度額

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議

候補

=単価…ι易杢界
の端数

コ̈
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ζ株)7サ しコミュニケーションス
住 所

法人代表者氏名

珍 巣千本町4丁 目5t253
幹 事 正久

作 成 枚 数 2クθ 枚

作 成 金 額 巧受ζζ′θθθ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /23 箇́所

[



平成 甲 4ぽ o日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (蔵ヽ第 /∠

候補者氏名 キ 屋 可 女

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

区 )

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
ノ

砧 会た  フすヒ コ ミュニ ケー泌 〕マ
｀

住 所

TIl量 _た自轟 左_町4_丁曰__3委ユi葉

斬 十 ,「 ろク法人代表者氏名

作 成 枚 数
ク 沙 ク

「 枚

作 成 金 額
クジg/ο οο円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 226ン 箇所

圧

=単価…
11易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
|き易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 23年 ィ 月  /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (輌 第 ′ι区 )

候補者氏名 /在 彬孫 ガK彦
●

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…11易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

コ
し

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 株式会ネLユ 多あ`″`シスス開発部
住 所 者兵阜諸係予牡 /ο 2∠ -3
法人代表者氏名 べ数 ´役 た日 阜

作 成 枚 数 ク象 枚

作 成 金 額 ク%.ろaク円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 z2`´ 箇所

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

=単価…

12



平成ノリ年

“

月/日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議

候補

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易歪雰
の端数

※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

~千
:凹 は切上

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ボスター掲示場数
単価×確認された作成枚数=限度額

口己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 東 京 管 ア イ
住 所

〒114‐ 僻l東 京都汀:戸 川区船颯111-405
´

「
FInt__1ハ ロ

`_QR只
′

法人代表者氏名 代表者 平 田 光 信

作 成 枚 数 /ク´ 枚

作 成 金 額 Jf/′/f 円
当該選挙区におけるポスター掲示場数 ♪♂ ′箇所

注

=単価…ι易歪澪
の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

平成23年 ■月 ■ 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポス ターを作成 した ものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (繕訂 第 18区 )

候補者氏名 C7界 及 貴

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
と易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ｄ̈

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 生輪生ホクトエンスゴ声jング
住 所 東京都豊島区駒ユ1丁目2容5号

法人代表者氏名 代表取締役 島 ム 起 司
′

作 成 枚 数 ィビテο
′ 枚

作 成 金 額

`1俣
3くη

`円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 z3θ / 箇所

圧ヽ

55z:115円 ±26円 23銭×(ポスター掲示場数―§90)=単価…
1ま易杢澪

の端数
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

平成Zノ 年二月 =日

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (南 第 ′
g区

)

ポ ス ター作 成 証 明書

候補者氏名 多

言己

曰〃朝 (D

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
(均 )ス

子ヽ
ヽ
／ /火 ヱ

住 所 東京〃ρ板橋た新)畔 フア′ι務′′
法人代表者氏名 針 が 鬼 牧

作 成 枚 数 ≠′θ   枚

作 成 金 額 ク2θ r′θ′    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 23θ    箇所

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

ポ ス ター作 成 証 明

／／月“年メ
２成平

　
圭
日

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明します。

口己

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会扇

候れ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 綺 玉 県晨 市 錦■ 2丁 目‖ 春 26号~】
フ巨印Fll株式髪覇正

~
住 所

法人代表者氏名 薇豪漱城
‐
戸

~紀‐
天

作 成 枚 数 2り 0 枚

作 成 金 額 7′ 7′ レ
ー

高

当該選挙区におけるポスター掲示場数 //≠  箇所

狂ヽ

数端の

数
　
　
　
　
　
満
げ

端
　
　
　
　
　
未
上

敵げ
　
　
　
　
鯛
吻

未
上
　
　
合

　

¨

円
切
　
　
場

　
価

１
は
　
　
る
　

単

一　
　
　
　
　

えヽ
　
　
〓

ロ
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成23年 年月S~日

ポ ス ター作 成 証 明 書

」

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (rl第 17区 )

候儲賂 焔Q夕 簿

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
1き易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
ι易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

已̈

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ち限なネ土じ一子ルセンう一
住 所 ぉきゎめビヌll白75丁目,1傷マガヤ

）
法人代表者氏名 5塚 勇弘 `

作 成 枚 数 22ぎ  枚

作 成 金 額

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ）叫
′

′

′ 箇 所

狂ヽ



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行  埼玉り訴義会言義員一般選挙 (`わ 第 11区 )

候補者氏名 殺本グし/1   ●
コ
Ｌ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 万熙倉タェ″レtぁ ムヽ/フ。レズ
住 所

7、 klれ南んI物盟■け_ルールJ

法人代表者氏名 ィ特衆及ネケイス娠肉イ矛易
作 成 枚 数

)同  /       枚

作 成 金 額 タル′′″〃 /   円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ′1今 /         箇所

江ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれ

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の

=単価…

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超え

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)_

補
　
　
て
　
　
業
　
　
負

候

し

成

費

ボスター掲示場数
単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成23年 夕 月22日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (稽1第 ■

'区
)

候補者氏名 嗜多

'ネ

ズ 作・   ●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポス ター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ″ズ0れ スが
住 所 束象が イ人メト丁え ぅ一′卜ぅ―夕 |

法人代表者氏名 ダイス取奢徒 タノ巧み、市戸☆
作 成 枚 数 ζ午2 枚

作 成 金 額 ,sみ ιθ5 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ′71  箇所

圧



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成 )3年 十 月
`0日

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (|イ]

候補者氏名 イ出 甲1

言己

ポ ス ター作 成 証 明書

第 2。 区)

は●

l この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の徹

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
数端の満

げ
未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 人一
`Prl石

l風夕」

住 所 未市メ守イヽ東馬L―

`ネ

島 1丁目lθ鶴Ⅲる
法人代表者氏名 ;1本 一/佳

作 成 枚 数 312′     枚

作 成 金 額 ｈ
υ

＋ワ
ー

２θタ‐
／

撃

′
円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 171 イ     箇所

注

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成)3年 十月 十日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会言

候ネ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|ま易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口己

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称
(右 )| フ。ロブ

1プ

ワト 
´

住 所 均ェネれ 1た す中見男区大和囲町卜廃3-夕河拳キ
法人代表者氏名

」7
メ為原 イ申生 /

作 成 枚 数 υθtt 
ζ枚

作 成 金 額
ノ7θノθθθ 

円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /7/ , 箇所

狂̈



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成'3年
■月 |卜日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (1第 ″ 区)

候補者氏名 イあ わ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

コ
』

557,115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 多るrやい

“

キ
～
蓼

住 所 兌たとヽ 巧X窄 り1)-1｀ ―バ
法人代表者氏名 広 夕 ん た

作 成 枚 数 ごOσ  枚

作 成 金 額 ♂74ュθo円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 171  箇所

狂

=単価…
1ま易査澪

の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成2)年 た月 /日

ポス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (″諄 第 21

/

候補者氏名 メコ |ョ

/
言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

Ｄ
　
口十

数端の満
げ

来
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 坐ゝ 2_みた・ 姜 れ

住 所 tr芽、/Ln予 今ベロ区神 口/錦研l´ |リ

法人代表者氏名 うマ ツ予 魚仁´

作 成 枚 数 /86 枚

作 成 金 額 ι7∂ 、8ο 乙  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
7ラ  箇所

注

単価 ×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 23年 女月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (膚

候補者氏名 ジね″

=単価…
ポスター掲示リ

第2/区 )

埒
｀
た

/コ
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスタニ作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…11易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ムた場 オ欠 ″彦しムη gえレL
住 所 くィル答わ暇ァ竹 コーど―/P /
法人代表者氏名

作 成 枚 数 /θο ち ´

作 成 金 額 ク″ ¨ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ′P箇所

圧ヽ

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成多年 4月 /日

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 南 第

ポ ス ター作 成 証 明書

候補者氏名

言己

＜
　
′曰 オR

21区 )

大
ン/

車甫

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ll易杢諄
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

=単価…
ポスター掲示

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 pe年 ″ 月 /2日

/ポ
｀
ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (酪 第 0さ 国

／
候補者氏名 神 本

言己

=単価…と易査澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…

単価×確認された作成枚数=限度額

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるボスター掲示場数が500以下の場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成,多年ク月ノ2日
//

圧ヽ

ポスター掲示場数      =単 価…
ι易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
ι易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスタ=作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 〒351-01H埼玉県和光市下新倉2丁目35番48号

住 所
右 限会社  夫  わ

法人代表者氏名 代表取鋒役 久 !子  衛  /

作 成 枚 数 DD′
"        

枚

/

作 成 金 額 クア77^2  // 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
名   

箇所



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成23年 午月 十日

/

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (中

候補者氏名 星

言己

ポ ス ター作 成 証 明書

第 22区 )/

え易
/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

5§ 7,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)=単
価 …

1ま易杢澪
の端数

ポスター掲示場数

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 林丸会社ホットスタッフ´

住 所 東京都新宿区高田馬jl14-22-46-102

法人代表者氏名 稼 聯 役メ1原 埼 節 雄 /

作 成 枚 数 2夕 ∂ /枚

作 成 金 額 ∫2夕θOθ /円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /`ヶ
/箇

所

注

単価×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成ム

'

年ψ月/1θ 日
/´

ポス ター作 成

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

堕7,115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

証 明 書

コ
し

る場合

単価…ι易杢澪
の端数

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会:

候1

/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポス ター掲示場数が500を 超え



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成 ■3年 3月 21日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4 月 10日 執イ予 埼玉県議会議員一般選挙
 峰軍 

第22区 ) ´

候補者氏名
 鵬 瓦Qノ 多

シ七 11tね妥

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|よ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
と易歪澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

lt7伝 中1/

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

住 所

法人代表者氏名

作 成 枚 数 3oo /   枚

作 成 金 額 ∫6700o  円
/

当該選挙区におけるポスター掲示場数 16年 / 箇所

狂



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 23年 ″ 月 23

イ

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (南

候補者氏名

言己

＜
　
↓
「

第 23区
)

ェ 駒ん

/

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 イ朱べな7ム 参|え  /
住 所 彙ま者「ルい|こ ψユえ曰よ-2ο ッ /
法人代表者氏名 イ珍 孝´ ノ

作 成 枚 数 /ヵ  /  枚

作 成 金 額 ク77り θθ/ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
/θ ,,   箇所/

狂̈

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易奎澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
息易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成〆 3年 3月 /ダ

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (Й 第て

'区
)

候補者氏名
紳  ス

ノ
′

口己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500

301,875円 +510円48銭 ×ポスター掲示場数 _
ポスター掲示場数     ~

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
ポスター掲示 |

‐よヽポス　　攀　　　　　　　　　̈げ

躯　　̈
　　　　　　始　帖」

た
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
一

れ
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
下

　

価

さ
　
　
び
　
　

　
　

　
　

以

　

単

ター作成業

づ く公費負

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価 ×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成
'3年

グ 月ィ5日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (セ

'第

 1区 )/

候補者氏名
終ふ ヱ人

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…は易杢澪
の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

ポ ス ター作 成

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (pl第 /区 )

イ

候補者氏名 ●ムメう人

///

=単価…
|よ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

証 明

日月ｑ年
ヽ
く
ノ

Ｚ成平
　
圭
日

コ
し

狂ヽ シ
/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成2ラ 年 3月 2ダ日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 した ものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (こ3第

候補者氏名 水 オ丁

/ 区)/

為

/

子^●
コ
し

/

/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭×(ポスター掲示場数-500)=単
価…

ι易杢澪
の端数

ポスター掲示場数

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 入彪九七孝%湾
住 所 で口Fl予 ヤス,本町ψラー〃―/2/
法人代表者氏名

作 成 枚 数

作 成 金 額

当該選挙区におけるポスター掲示場数 夕3も
「

 箇所

[

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に を確認 した上で作成してください。

平成 2)年 十月 ノ1日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (b第 1区 )

候補者氏名 本lp千 ネιモト
/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補
者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して
ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
|し易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

平成>フ 年¢月//日
r~

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (礎う 第 1区 )

候補者氏名 にん /仁´

注
ノ

´

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに,U々 に作成 し、候補
者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示t         =単価…
|よ

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

円未満の端数
切上げ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 :敷スクルタ,進    ′
ン

住 所 劇 爾確X沸‖れig__
_ ゑ 夕約、升た移    /法人代表者氏名

作 成 枚 数 jセЯヮ 枚

作 成 金 額 幻′夕″ 円
当該選挙区におけるポスター掲示場数 γ∬ 箇所



ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行

/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
Iま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限皮額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
ポスター掲示:

※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください

平成́ 3年 字月 /日

埼玉県議会議員一般選挙 (置]第 Z区 )

候補者氏名 11ヨ ヤ′乙k●候補者氏名

言己

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額



平成ノ多年 4月 /ノ伯

ポ ス ター作 成 証 明書    /

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ロヮ第 2区 )

候補者氏名齊 添 ェヒ
/

言己

口
月

●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 3_主1_メし__シ _マ」t煮_んこ1_
ハ硼市来町 1丁冒/θふ3θ考住 所

法人代表者氏名
ア

作 成 枚 数
クζグ枚

作 成 金 額
′δ夕♪どθ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 227箇所

狂

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補
者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して
ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
ll易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 23年 ク月22日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (G晨 第 2区 )

候補者氏名 揉竹

言己

■ 私●
ノ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
と易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 。3年 /月 /ノ

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (商 第 5

候補者氏名 スロ ヮ

言己

区)´

多考
/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限 度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|き易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価 ×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に を確認 した上で作成してください。

平成ジ3年 4月  /2爛

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 した ものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (面 第 3区 )

候補者氏名 ャ 剌 爾翼 ヌこ
●

/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補
者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して
ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
lよ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
1よ易杢雰

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

/

コ
し

一言
ロ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 ‐名称 ホ善 れ 丈尺 莉 聞希■ /

住 所

法人代表者氏名

冶 ■県の感辞 ズ

"町

12悠 lθ 多 /

ち 洒 は ぇ 動 /

作 成 枚 数 494枚
作 成 金 額 46る′,ジθ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ″77
江ヽ



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成ユ3年 γ月// 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (」ラ第 チ 区)

膊南者賂木木茂●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以 下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
|よ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
1ま 易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 lη 野 印扁1右F朧
住 所 麻懺ヤパ彩 妊 神 37る ′号
法人代表者氏名 1珂 野 晴 ―

作 成 枚 数
笑″  枚

作 成 金 額 クメろ2θ´円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 227  箇所

狂ヽ



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 i「 年 3月 〕ο 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (i■｀第 %区
)

候補者氏名 †‖1  )括

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からボスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
な易杢澪

の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 入 ■手夕澤」耕ギ/^ネム  /
住 所 着玉県狭ιttN訊 "1午

‐//― /2 〆

法人代表者氏名 繭 徒 工 ■夕毛脅鮨

作 成 枚 数 e Oθ  枚

作 成 金 額 2,ィθO θ  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 227ア所
い圧

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 2、〕年

“

月 /と日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (彿 第

“
候補者氏名っ ャを

単価×確認 された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

区)

た●〇
コ
し

一〓
ロ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易奎澪
の端数

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
ん
千化ヽ会ヽ次株

.)全
動

住 所

`夫

ム予尺ζ水ズ勤7る(幻 /

法人代表者氏名 』十 稚
^

作 成 枚 数 /′ ′ 枚

作 成 金 額 ∠́ ′/´ ′∂ 円

当該j塁挙区におけるポスター掲示場数 ′2′   箇所

[

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…

12



ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ヽシ 区)

栞候補者氏名 ″′

言己

=単価…
lし易杢澪

の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 ル〕年 チ 月月 日

第 夕

作 券●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 株式会社マーキュリープラン

住 所
〒330-0061埼 玉県さいたま市浦和区常盤卜39

__        ロイヤルプラザ常盤701

法人代表者氏名 代表取締役 伊  藤  千  穂

作 成 枚 数 /ρ 枚

作 成 金 額 F」〕グ′′  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ′θ箇所

注

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認 された作成枚数=限度額

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成ァタ年≠月ダ日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (iZみ 第 9区 )

候儲 氏名
ム レ1学II,■11,P

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるボスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数~千 凹 は切上

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

コ
し

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 あかつき印刷株式会社

住 所 東京都渋谷区千駄ヶ本4-25-2

法人代表者氏名 は取4役 佐をい

作 成 枚 数
/7∠  枚

作 成 金 額 3ク2″′́ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
,ぐ  箇所

圧̈

単価×確認 された作成枚数=限度額

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成23年 3月 2『 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (:13第 ← 区 )

候補者氏名 />手午~ ●
口己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
ι易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 株式会社 ブ ラ ウ ズ

住 所 埼 玉 県餃 能市神■ 6各 17号

法人代表者氏名 R脚閾政 佐 藤 智 子

作 成 枚 数 /96 枚

作 成 金 額 3/3iフ′∂円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ,3 箇所

注

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成あ年十月|1日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (衝 第 P 区 )

候補者氏名 て 噂 ンti o

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ｄ̈

数端の

数
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えヽ
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ロ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称

―手173-0032菓 京都板橋区高島平[Z・ 1__

株式会社NKコーポレーシヨン住 所

法人代表者氏名 代表取締役 永 富 破 t

作 成 枚 数
β ´θ 枚

作 成 金 額 」`メι2`2′∠フ円
当該選挙区におけるポスター掲示場数 ダ2オ‐箇所

注



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成23年 4月 フゝ日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ミシ 第 g区
)

節者氏名為る部1喧 ●
言己

=単価…は易杢澪
の端数

____      ~千 Ш は切

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
な易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 アフアデ%ン
住 所 耕 ヽ

“
ルをあ瀦″′2-/`

法人代表者氏名 晨 4え
作 成 枚 数 7θO   枚

作 成 金 額 ク7み 夕́θ  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
タスぐ 箇所

注



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成る年十 月′1日

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

ポ ス ター作 成 証 明書

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (駒

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の機

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

第

嬌

9 区)

考́●

=単価… 1円未満の端数
は切上げ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 ・名称 六ュgに ιF々Jけ木)
住 所 りtlが⇒月ふ口本町 式―′Y
法人代表者氏名 くる二属髪、 ィ■ユβ

作 成 枚 数

`00      
枚

作 成 金 額 796.ο θθ    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ダュゞ    箇所

圧̈

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成8年 γ月/′ 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

作
亥ふれ●

=単価…ι易杢澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポス ター掲示場数が500を 超える場合

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 ( 》 区 )

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 六■ロヒレP4Jはハ
住 所

tヽ |八五キ甲跳口本口丁 ユぐ―け
法人代表者氏名 イた岸滉 イヱLユЬ

作 成 枚 数 6θ θ   枚

イ乍 成 金 額 33600θ    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 タュζ  箇所

圧̈

ポスター掲示場数        単価…
と易杢雰

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成0や 年ツ月/

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
ポスター掲示 :

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 QЬ 第 電)区 )

候補者氏名
矢 こ 卜 次

=単価…と易杢澪
の端数

コ
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

数ｍ姉の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 六ユロにCP4J(本ハ
住 所 トレ亀聾」弔1み 0本口Tユ←―′■
法人代表者氏名 イた 4ζit ィ■夕β

作 成 枚 数 》ュθ    枚

作 成 金 額 3ε 7.γ ←0    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
夕.ζ    箇所

狂̈

単価×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

ポ ス ター作 成 証 明

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (0'第
'区

)

師者氏名考珍ノ水う●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補
者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

日／月γ年つ
う２成平
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ロ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 あ_21_2_キ ′フア]イネベト ′江
住 所 像

`〃

?オ0こ イカがグハ υ一歩‐2
法人代表者氏名 ィク 脅 ´

作 成 枚 数 どや′  枚
作 成 金 額 ←7ワ′′′  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 の
「

箇所
注
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成)3年グ 月2よ日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (�レ 第 ′ 区 )

飾 者臨 1ヽ 卜 時 壬 燿 D

=単価…と易査澪
の端数

コ
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

%Z H5円 十%円周銭×(    o→
価…

ι易杢澪
の端数

ポスター掲示場数

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 ・名称 株式会社文 化 新 聞 社

住 所 J・1玉 県仮 能市オ中町 12各 10号

法人代表者氏名 代表卿 卜■ 吉 口 鍼 え 功

作 成 枚 数 ェ ろろ      枚

作 成 金 額 夕,′ クグる  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /S3   箇所

狂

単価×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 2,年 グ 月 /日

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書

次のとお リポス ターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (、 ヵ 第 /θ 区)

候補者氏名じへ月

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
ポスター掲示

ス

コ
し

数ｍ姉の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
(有 Iゝ●広 多フガ′

1

住 所 パ )由]Zフ ぎV'』ルペぢ壱ミ■γろノー2

法人代表者氏名

]  ヽ

二 十薪  キ

作 成 枚 数 2′2枚

作 成 金 額
ァ8`″ /′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /″ /箇所

狂ヽ

単価×確認された作成枚数=限度額
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成ノ3

ポス ター作成証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行  埼 玉県議 会議 員 一般選挙 (こ,第 /υ 区 )

候補者氏名ぁると大こ
言己

=単価…
|ま易杢雰

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

② 限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以 下の場合

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 糸嬌 後7る」豚べかた
住 所

怒 修磁豹≒曇ろ昼haがら,懃力iにと′三∠_

紡 偽 妬 卑法人代表者氏名

作 成 枚 数 枚′F2
作 成 金 額 円

?/´′∠″∂
当該選挙区におけるポスター掲示場数 箇所/7/

狂ヽ



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成2)年 平 月 ′y日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 ( |1区 )

す
/ヽC｀

候補者氏名
 末

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合に

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢
単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数       ~

単価×確認された作成枚数=限度額

第
　

■
口
同

山

　

千

は
　
　
契
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
げ

、ポスター作成業

約に基づ く公費負

の端数

輌…と易奎澪
の機

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
(有 ,7イ ア、/7° ユヽ`ク

住 所 口
〓「Ｊ

る日７フ問¶
´
ｆＦ́及多

法人代表者氏名 イ2籠 適ス

作 成 枚 数 ノ クθ 枚

作 成 金 額
/び び_よθθ円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ′317 箇所

注

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 ユ′年 /月 ′∂日

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ごう第//区 )

候補者氏名 ノ]｀ ト
リ 選生 /拳

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

コ
し

557.115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ■アのた /り

'不
ラF扁ゴ

住 所 許チ彙″テヤ小学町 ター4/
法人代表者氏名 付刺々 ネ僣 んク本 J二 一

作 成 枚 数 ノοο  枚

作 成 金 額 θ′/キ
οο 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ζ′′   箇所
い狂

=単価…
1ま易杢Sの

端数

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

ポ ス タ ー作 成 証 明

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (漁 第 /ス 区 )

日
グ

月／年
ヽ
リ

♪成平
　
童
日

候補者氏名

言己

孜ルタスダ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
1ィ子スタ、ァクネスタレハイ仁

住 所

法人代表者氏名

作 成 枚 数 /ま ′ 枚

作 成 金 額
/22//ダ ′. 

円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ァ//箇所
注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
ι易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…

単価×確認された作成枚数=限度額

数端の満
げ

来
上

円
切

１
は



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成史8年 ″ 月′r日

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日執行 埼玉県議会議員一般選挙 (cL第 /3区 )

候補者氏名 毬P 下さ

言己

睫●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 (有)夕 )力馬悸詩氾
住 所 兼状廊 萩 明ヽ /∂ -2

法人代表者氏名 司 ヤ 奄
作 成 枚 数 2,安 ′ 枚

作 成 金 額 2ク 2′ よ6θ ′円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /∂6/  所
注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からボスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     = 価…
と易杢厚

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
(l易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



平成2夕 年ク 月2′日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (、酌 第 l午 区)

候補者氏名〉ニジ厖を_
コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 ‐名称

悲 翅    i家 /
法人代表者氏名

所住

数枚成作

%ュ /μ
額金成作

′́ 2夕 ク́ 円́

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ュ /、
p 箇所

江ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補
者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して
ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるボスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
ll易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成23年 γ月|1日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙

候ネ南者氏名

 調孔

言己

げヽ 第14区 )

諫 雅欅

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|よ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

1:

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 有限会社 夕方わ写真館
住 所 壺_柩

`_市

材木町13番 7う
法人代表者氏名

:|ョ

■ 透
作 成 枚 数 夕2と       枚
作 成 金 額 8争 3′ くlδ θ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 213 箇所

狂ヽ



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

平成23年 μ月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (逐b第 /∫ 区)′

臨者氏名ォしご′、/陸 不《1,P
言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

住 所
俯じ INKご =不

~′
ニ

ツ ゴ
~ン~~

_■75,002東 京郎板塩区専島平 5rη.■ ___
代表取締役 永  富  敬  士  /法人代表者氏名

作 成 枚 数 」πメ¬り/ 枚

作 成 金 額 ク′メ/ダ乙θθ/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 322/箇所
注

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…と易杢澪
の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成ン〕年 /月 チ 日

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 修χ 第 1区 )

ポ ス ター作 成 証 明 書

候補者氏名

言己

ズβ ■

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からボスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301,875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =単価ぷ -7 "   十日
= と̈易杢澪

の端数
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
1よ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 有眼会社 ミッキー

住 所
〒3し,1111
守玉県所沢市小手指可1丁 目11番地21

法人代表者氏名 よ締役 野 澤 文 男 /

作 成 枚 数 F∂ 0′ 枚

作 成 金 額 クζο′οοO ′

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2∠ 7′  箇所

圧̈

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成2g年 ク月/'日

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (チ し 第 2 区 )

飾祇名 ん 冶 場表

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 オ リハつ フォ ト
住 所 薇 メp夜精 釘埓 長渚、完卜5

法人代表者氏名 イ 凛 基 た
イ乍 成 枚 数

`θ
∂ /

作 成 金 額 3/乙 ′′∂θ ′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 S∂ 7ン 箇所

圧ヽ
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※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

ポ ス ター作 成 証 明

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (%第 3区 )

候補者氏名  趣卜 該
″イ藤 汗 明

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポ不ター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

単価…ll易杢諄
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭×(ポスター掲示場数-500)=単
価…

|ま易杢諄
の端数

ポスター掲示場数

月十年う２成平
　
童
日

1日

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 Ilワし /ン ブツ
住 所 几■か上■町人争紳新系町〕め地え
法人代表者氏名 木ふ 久争′

作 成 枚 数 夕θ′ `     枚

作 成 金 額 学2θ′θθθ        円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2//  .      箇所

注

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成23年 4月 ′日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ウヒ第 3区 )/

候補者氏名  た ム 具 可
′O①

言己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 イ μ ハメ土 「ラくヽタイノン′
住 所

オ キ ♯、在 波ノi二
、為酎ス宇下新層4'δ ′

法人代表者氏名 わ 省 美 三介 /

作 成 枚 数 4θ ο ブ 枚

作 成 金 額 クるθ、θθθ / 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 z′ 1 /  箇所

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
と易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
|し易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください

平成)3年 7月 /日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ゥし第 /区 )′

候補者氏名次//1で ち●
コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 た千

`久

ケビレマ//2杉 ン
'´

住   所 交、ヽたよい漁区燿|イ 3丁口|¶を
'そ

′
法人代表者氏名 ん %(´多てべ /

作 成 枚 数 ダ∂ γ  /       枚

作 成 金 額 ッθ2ζθθ       円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 )ィ ァ /        箇所
い圧

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
|:易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成よ0年 2月  /日

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (リヒ第 ζ 区)

ポ ス ター作 成 証 明 書

候補者氏名

言己

稜卜向彰CD

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 誅ネギ貶 l林ヽか在
住 所 斉王斗ラン『牌 n′χクノー/

法人代表者氏名 ィで衣取締薇 ちア頂ノ答
作 成 枚 数

7´ 沙  枚

作 成 金 額 ア
`4 /∂

沙′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ♪笑ァ/箇所
い狂

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
li易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
ι易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 23年 年月 1 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (Jヒ 第 1「 区)

候儲 氏名 加 緑 籾 軽 ´

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

口己

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 晨 ヘハ社 進゙ ′

住 所

λナ 一解 ζ法人代表者氏名

作 成 枚 数 ι θθ 枚

作 成 金 額 ∫2」、あοο 円

当該j塁挙区におけるポスター掲示場数
Pク′/  所

圧

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成2,年

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ノ し第 ィ行 区 ).

ポ ス ター作 成 証 明書

候補者氏名

言己

ノlЧ II素ンスPη

lI

l この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者 に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求する ときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合 には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
1ま易杢澪

の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
ポスター掲示

単価×確認された作成枚数=限度額

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

”
社
．

一中人分^
”詢陣一

谷
昂

探
印謀

屋
イ
大住 所

法人代表者氏名
石表取締役 うヽ ■蜃 lE

作 成 枚 数 ιア′/   枚

作 成 金 額 ′∠Q ダタ雙ρ/  円
当該選挙区におけるポスター掲示場数 ゞ弊ノ

′    箇所



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成 し;年 年 月 14日

ポス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (」G第 夕 区)

候補者氏名 グ■ 形詳 夕[うた 3-●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
な易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
と易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 人Z～ん
′
1研外式ハン■ /

住 所 _采溢t二階0_争′腸地1__

大乙∈  /法人代表者氏名

作 成 枚 数 夕Dθ ′  枚

作 成 金 額 ヶタク′′υ    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 S/ノ   箇所
[



ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (2し第ζ
仁

区)

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301,87,円 +510円48銭 ×ポスター掲示場数 =単価…ι易査澪
の端数

ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…
ポスター掲示

※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成♪メ年 夕月 /日

′́為υ
花「々

作 成 業 者

氏名 名称 不考参そうヤゲ代なが力/突銭′
住 所 資t_を確理Iな ヲTB 107参地′
法人代表者氏名

イ乍 成 枚 数 67' 枚

作 成 金 額 夕/)′ 3θ θ
`  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ヌタア, 箇所

/1

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

平成23年 マ月 2日

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (lttt ι 区 )

ポ ス ター作 成 証 明書

候補者氏名

言己

か 藤 ウ じ ●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 工 曰 マルl17式か れ
住 所 ス 教 ラ下■ 40るヽ

`
法人代表者氏名 ″数ロ ー浄

作 成 枚 数 学沙0  枚

作 成 金 額 ),∠ ビ妙0 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 単∂∂ 箇所

狂ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

=単価… 数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

旧 佐

ポ ス ター作 成 証 明

日月十年幻成平
　
圭
日

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (プる 第 も 区 )

候補者氏名  森

言己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 たつみ印刷株式会社

住 所 埼玉県深谷市東大沼356番地

法人代表者氏名 取締役社長 新  精 一

作 成 枚 数 ιθθ  枚

作 成 金 額 32有夕θθ′円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 牛θθ箇所

狂ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収さ

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及び

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以

=単

単価×確認された作成枚数=限度額
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口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

ポ ス ター作 成

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (チし 第

候補者氏名 |]し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補
者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して
ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業
者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負
担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該i望挙区におけるポスター掲示場数× 2枚
(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスタニ掲示場数が500以 下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
|ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
lし 易査澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口
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ノ証
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／月午年う成平
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し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 関谷
`Pス

リ製外務 本ヾ早t

住 所 井ェ県能外務 二晏年□3i■ %贅 2

法人代表者氏名 合ム肇綿復 やヽ Lけ
｀
,

作 成 枚 数 6 σθ  枚

作 成 金 額 3`§ 、γοο 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 暉 ∂  ́ 箇所

lI

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 2゛年 /月 /゛ 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ブιtt ι区)

候補者氏名   |■  彩予 多 夕P(11)

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
lよ易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557.115円 +26円 73銭 K(ポ スター掲示場数-500)
=単価…

ポスター掲示場数       ~

コ
し

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称
_翠…木 __暮_F口 _珊じ

代表取締役 神 山 茂 和
__埼 玉 県 熊 谷 市 本 石 2の 68

住 所

法人代表者氏名
TEL(048)521-2372
FAX(048)524-2206

作 成 枚 数 7′ ′/ 枚

作 成 金 額 ζ/6′ θθθ/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 グθO 箇所
/

注

単価×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください

平成23年 
“

月 //日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (硫 第 /区 )

候儲賂 後 ネ■ ュ

口己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称

`ス
ιフル1殊入かれ

住 所 クイコ寺名を見rノ ー/´ ″
法人代表者氏名 K券 死 ´

作 成 枚 数
/´´ ′

作 成 金 額
/′∂ ,θθ/    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2′ /     所

圧ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|し易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

鰤…と易杢澪
の機



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

ポス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 塔

言己

ノ金 イ́

`

3月レ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数-500)
=単価…

ポスター掲示場数       ~
数コ揃の満

げ
未
上

円
切

１
は

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

`祥
)コ■|レ・7-卜了喘 ン

住 所 石田キ瑕フ予
`茅

  L
法人代表者氏名 次

｀
本 ユ

作 成 枚 数 〕ιzつ 枚

作 成 金 額 ″′ヲ
`η"円当該選挙区におけるポスター掲示場数 ,しι%之 戸所

71

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成象゙ 年 /月 / 日

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ネ

〃

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数 -500)
=単価…

ポスター掲示場数       ~

ポ ス ター作 成 証 明書

候補者氏名

言己

区
　
者
ス

籍　
，キ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 人巖 印不1人 親 義

住 所 ネヤ祁 ジ木区木場 と
`ザ

法人代表者氏名

作 成 枚 数 D ζ O/枚

作 成 金 額 γ,ど ′/K■θ/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /7g/盾 所

注

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4 月 10日 執イ予 埼玉県議会議員一般選挙 (′≧ 第 5 区)

% 本揚 一候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 右腿会社:プロジエクト
住 所 〒337F53埼玉早きいたま吉見IE大和日町

1丁 日15tS 4 1j本 ビル301

法人代表者氏名
代表彙筆役 糟 原 伯 と

作 成 枚 数 >"   枚

作 成 金 額 ュゝ ζ_―l 円

当該選挙区におけるボスター掲示場数 工o/ノ  箇所

lI

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成2)年 γ 月 ′′日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (紫 第 多 区)

候補者氏名  恩 田   博

/
言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
ll易杢渾

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 コスモブリンツ株式会社

住 所 埼玉県行田雨忍2丁 目9番 15号 //

法人代表者氏名 代表取締役 九 山 和 雄

イ乍 成 枚 数 υ夕´ /枚

作 成 金 額 ι∠4′′′♂
当該選挙区におけるポスター掲示場数 2´ノタ所

狂



ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (,た第 //区
)

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301,875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =単価…は易杢澪
の端数

ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成2)年 夕 月//日

み勁

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 充3■4象 ネ= エイルtメントμ7

住 所 奈諄者卜,議ヱョト111-6-)ο ヽぼ02

法人代表者氏名 奏  Tテ  貞雄

作 成 枚 数 /2′ 枚

作 成 金 額 るノ′、′そρ円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2/θ 箇所

圧ヽ

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成2′ 年 4月  /

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会言義員一般選挙 (沫こ第 」
~区

)

膊南者氏名 絶 口 邦
り ●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額
口 当該i差 挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

単価×確認 された作成枚数=限度額

導価■易杢澪
の機



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成お年3月 δ/日

ポス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 ((や 第

候補者氏名  み イ

多区)

キた●
口己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 恭  けや とヽ //T (フリンクリ
住 所 奇こ_曖 島ロトфみご―"/
法人代表者氏名

作 成 枚 数
/)♪ /  枚

作 成 金 額
(ゞ)斗乙

/    円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
/け  /   

所

い狂

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易杢澪
の端数

____     ~予 :Ш は切上

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポ スターlla示 場数-500)=単
価・̈

息易杢澪
の端数

ポスター掲示場数
単価×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成 ゴ́ 年 十 月

ポス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (彙 第 も 区)

候補者氏名  己J 口  呉

1日

/

刀●
コ
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスタ‐作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

=単価…と易杢澪
の機

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 ヤス

"々
1旅へか私 /

住 所 看 叫 ん均獅 形,杉アψ丁杉夕士 /づ ∠

法人代表者氏名 ィヘ
｀
細く鱗復 盆 子 脅

t∠

作 成 枚 数 y夕づ ∠枚
作 成 金 額 ι22、 σ°υ 凋

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /ユ
pρ所

圧̈

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成と3年 4月 十日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (辱員 第 6区 )

候補者氏名う穐 0フ啄,2

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数 -500)
=単価…

ポスター掲示場数       ~

コ
し

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 の マ ノ、 /

住 所 環ヽ 力ゃえヽ と本チη3-つわ0拌ぜltpF

法人代表者氏名 舜 ■ )3/
作 成 枚 数 2▼つ∠枚

作 成 全 額 駒θtの∠円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 t4p所
圧ヽ

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

ポ ス ター作 成 証 童
日

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

候補者氏名

言己

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 けた 第 /区 )

沼 そ夫 ●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 太闊ム:み」笏ら4
住 所 イしたこZIイ7春口

|、 |″ 1312-11

法人代表者氏名 ま閻 款ん
作 成 枚 数

グクス        枚

作 成 金 額 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 フメ′         箇所
江

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

ポスター掲示場数

=単価…
|よ易杢澪

の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 して ください。

平成23年 り月1'日

ポ ス ター作 成 証 明 童
日

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4 月 10日 執行  埼玉県議会議員一般選挙 ( 
準

第

候補者氏名 で1 ャ

マ区)

集/弯●
コ
し

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪ρ
端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

557.115円 +26円 73銭 ×(ポス ター掲示場数 -500)
=単価…

ポスター掲示場数       ~
数端の満

げ
来
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

住   所

メ然ルスレタし
'さ・・ケーンほ

‐
ィ

あヽ 糸矛″町争́3-23

法人代表者氏名 右待物′雛挺獅1`後
作 成 枚 数 夕ιフ″  枚

作 成 金 額 S~/´ ι勿       円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ■3ι /箇
所

江

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

平成23年

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (朱 第

宅候ネ南者氏名 〃笙

Ｄ
　

っ
ρ

ッ

タ
■

コ
』

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 華陽印刷株式会社
住 PJ千 〒3440054埼玉県春日部市浜川戸11卜 2

法人代表者氏名 代表取締役カロ 田刀
一不藤

作 成 本文 数 /87 /枚
作 成 金 額 ク/ら 2-/円
当該選挙区におけるポスター掲示場数 3/♪_/箇所

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

S この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当言夕選挙区におけるポスター1易 示場数が500以 下の場合

=単価…と□杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるボスター掲示場数が500を 超える場合

557.115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成

ポ ス ター作 成 証 明 書

□
　
仁

／

δ

十子

―

第
ネ

　

ェ

″

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (

候補者氏名

言己 `

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ι易奎澪
の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 晨ι多ロニガ イヽ キンレノ■1率 /
住 所 〒344-0031埼玉県春日部市一ノ割1376番地6 /

法人代表者氏名 )迄 コ 象 含、

作 成 枚 数

`´

り / 枚

作 成 金 額 クグフ̀′
′′ /円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 3≠ 2ρ所
い圧

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください

平成23年 学 月″/日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一月支選挙 (プを第 2区 )

候ネ嗜氏名イルス関 え

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

単価×確認 された作成枚数=限度額
口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
1し易歪澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 有限会社iプロジェクト
住 所

T断攣颯詳音1:諷鷲果1動謡
法人代表者氏名 代表取締役 榎 原 伸 生

作 成 枚 数 グ´∂ ´枚

作 成 金 額 ∫∫Zろ ο′′円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ∂ダ2 /箇所

狂̈

→価…と易杢澪
の機



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 した ものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ll第 2区
)

候補者氏名 並 木 11し 、

1

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 あかつき印刷株式会注    ζ

住 所 東京都渋谷区千駄ク谷4-25-2 /

法人代表者氏名 代熱戦斃″‐  /
作 成 枚 数 ノθダμ
作 成 金 額 漁′ご３

′

り

／
、

ちＤ

ラ

当該選挙区におけるポスター掲示場数 Pダ 2節〒

江

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者 に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県 に支払 を請求す るときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以 下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
と易杢澪

の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
な易杢澪

の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成28年 ゾ月/日
／

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (畔ミ 第

候ネ南者氏名
 胤 ロ

言己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 株式会社 レーベ ン企画 /

住 所 東京都台東区束上野5丁 目11番 10号  /

法人代表者氏名 代表取締役 山 本 秀 俊  ノ

作 成 枚 数

`'ダ
 /枚

作 成 金 額 9年
'´

´∂ ′円

当該選挙区におけるポスター掲示場数
'イ

2 /箇所

lI

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限 度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…

単価×確認された作成枚数=限度額

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

=輌■易杢澪
の機



※契約履行後に を確認した上で作成 してください。

平成2〕 年り月ノ
ン
日

ポス ター作 成

次のとおリポスターを作成したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (東 第 1区 )

候補者氏名 オ久 沢 ,,翁

[
1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澤

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数
単価ィ確認された作成枚数=限度額

証 明 書

コ
し

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 本 祠矛Ц'卜社 /

住 所 辺 たヽ移'た
〃lイ4J名/欲移 /

法人代表者氏名 オ 耐 ん と /
作 成 枚 数 ′ノ// 枚

作 成 金 額
ス/′ 金すι′/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 α7′ /箇所

=単価…



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成8年 4月 |1日

/ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500

301、 8z5円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

ポスター掲示場数
単価×確認された作成枚数=限度額

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

は
　
　
契
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
げ

い　　̈　　　　　　　け　瑯」

静
　
　
餃
　
　
　
　
　
　
肝
　
輸

、ポスター作成業

約に基づ く公費負

の端数

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

住 所

法人代表者氏名

作 成 枚 数 7"/枚
作 成 金 額 //グ,ゞ /、 , 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ダタg,所
い圧

=単価 …



ポ ス ター作 成 証 明

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (紫 第 7区 )

候補者氏名

言己
/

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価… 1円未満の端数
は切上げ

※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください。

争ゲ成平
　
童
日

′ク日
/

か者豫い●

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称
井 ■ ユ 般 八 市 占 撒

^4-R-6-201
住 所 へ鶯年ごポ秘 /
法人代表者氏名

作 成 枚 数 つし。/枚

作 成 金 額 33θ〔禦b狛
当該選挙区におけるポスター掲示場数 478節〒

注

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成してください

ポ ス ター作 成 証 明

４年Ｄ＞成平
　
童
日

月 十日

/

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

候補者氏名

言己

平成 23年 4月 10日 執行  埼玉県議会議員一般選挙 (味 第 プ区)

こん

/
渉 不

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 ″)ト ナン  /
住 所 壻ヽハネp千 中矢ι ttD〕 ネれ也!し /

法人代表者氏名 天 エ  ギ /
作 成 枚 数 夕θθ /枚

作 成 全 額 972θ∂θ/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 字73/箇所

狂ヽ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担のナす象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…な易杢澪
の徹

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500) =輌…ι易杢澪
の徹

ポスター掲示場数
単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成ス3年 ″ 月ノθ日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 ,″「 第 7区 )

候補者氏名 物 ノィノ
 

～
コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名・名称 林大会社NEXUS イ

住 所
埼1謀學讐:市 赤栄町3-43-216 /

法人代表者氏名 代晟反締役 J、 山  嵐 ]
/

作 成 枚 数 ′∫ク 教

作 成 金 額 7ノ ク,ο ′ο 円
イ

当該j盟挙区におけるポスター掲示場数 夕92月所

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|し易杢澪

の端数

単価×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)
=単価…

ポスター掲示場数       ~
数端の満

げ
未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 3ヽ年 4月  1 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

C

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
|し易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

区υ^

新
　
ょ

条

ス

挙選般

　

名
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氏

白貝
　

者

議

　

補

〈
ム
　

候

議県王埼一丁執日０月４年３，
″成平

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 オネバンヽ メタときおかフ′ランナー ´
住 所 ネネツケシカぶこ御冷ゝ 1丁曰ノう

`夢

r/け

法人代表者氏名 ,そ lη  象  ´
作 成 枚 数 〕ノθ ィ 枚

作 成 金 額 P/ゞ `′67〆 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /ダ 7ノ 所

狂ヽ



※契約履行後に実際の作成枚数を確認した上で作成 してください。

平成 23年 年 月
'2日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

候補者氏名

言己

平成 23年 4 月 10日 執行  埼玉県議会議員一般選挙 ( 芽ミ第 // 区)

鉾 未為多ヘ

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚  数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
は易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 木沐こくβヽ衿LバЧうプロシツクト/
住 所 ズ赳塗夕さギ1南麟 γ-7-8-8ο //
法人代表者氏名 /ウ気端 及 ノ

ヽ
‐
Ｊ

目

（
″
ロ

日く
ヽ
ヨ昴́不ヽ

作 成 枚 数
■

「

九
枚

作 成 金 額 ヽ /ノ
"Ⅵ

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ♪ ど。箇所

狂ヽ

単価×確認された作成枚数=限度額

=単価…

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成23年 ク月//日

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (夕t第 //区 )

候儲 氏名  出 下 鯵 久
●

1 この証明書 は、作成の実績 に基づいて、ポスター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者 に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合 には、ポスタ=作成業

者は、埼玉県に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次の とお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数      =単 価…
ll易 杢澪

の端数

単価 ×確認 された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポス ター掲示場数が500を 超 える場合

ポス ター掲示場数       =単 価…
な易杢澪

の端数

単価×確認 された作成枚数 =限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 隊)ス′新牲ィス:アイ /

住 所 脅移ρィた∠炎ん〕_ノケー裁
法人代表者氏名 着抱酵役 」域アrμ た

作 成 枚 数 タ フυ  /枚

作 成 金 額 ′′」亀θク0/ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 フノ° ノ 所

圧



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成 48年 メ月 と。日

ポ ス ター作 成

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (ス 第 ソ′区)

候補者氏名  バ 拾 怜 本

1 この証明書は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者 ごとに別々に作成 し、候補

者か らポスター作成業者 に提出 して ください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求する ときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者 について供託物が没収 された場合 には、ポス ター作成業

者は、埼玉県に支払 を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次の とお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数 × 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…は易杢界
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

証 明書



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成23年 4月 r′ 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (東 第 |1区 )

候補者氏名 留永

言己

由呆

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

住 所

法人代表者氏名

作 成 枚 数 ょθθ /枚

作 成 金 額
7∫θ′θθO/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2ιθ /箇所

狂̈

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数        単価…
|ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成。3年 チ月 /日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4 月 10日 執イ予 埼三玉県議会議員一般選挙 (言7第 12 区 )

候補者氏名
 籍  ラ

理
計

言己

〓
土

1 この証明書 は、作成の実績 に基づいて、ポス ター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 して ください。

2 ポス ター作成業者が埼玉県 に支払 を請求するときは、 この証明書 を請求書 に添付 して

ください。

3 この証明書 を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはで きません。

4 1人 の候補者 を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約 に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以 下の場合

=単価…な易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557.115円 +26円 73銭 ×(ポス ター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認 された作成枚数=限度額

数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

作 成 業 者

氏名 名称 こ栞郷澤Jtt ψ木依ス ノ
住 所 __夕皇ゐ肺 地上霞術肇″ぢ/
法人代表者氏名

作 成 枚 数 2/グ /  枚

作 成 金 額 y グ′リク,∠ ジ′ 円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /沙 2 /   箇所

い江

=単価…

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成ァ)年 午月 /日

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (`2第

ポ ス ター作 成 証 明書

候補者氏名

言己

′ル区)

窓髯 嗜 ●〇

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 薇

^な

り “え―
トワ

ヽ

イ
ムＦ／

住 所 タェ鞣lψハ多ズ2,7プ他タクク_2
法人代表者氏名 牝,f′ Ć rム っ4ァ2

作 成 枚 数 /押 枚/

作 成 金 額 29 1θο′円/

当該選挙区におけるポスター掲示場数
/′ 7 箇T

lI

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数×2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…と易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

ポスター掲示場数       =単 価…
11易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成23年 %月 _2/日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとおリポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (うた 第 13区 )

候補者氏名
 ォ負ク、イを影ケハヽ′p●

口己

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 み子のた すンιット分ム /´

住 所 孝キヤ彙ンfaガるァf考/
法人代表者氏名

／´
戴，

多
′藤ケ

作 成 枚 数 ″ ノ

作 成 金 額 ュク3、″ /円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /´ ′夕所

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…な易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=軸 ¨ 数端の満
げ

未
上

円
切

１
は

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください

平成23年 4月 |1日

ポ ス ター作 成 証 明書

次の とお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 .・A行 埼玉県議会議員一般選挙

候ネ甫者氏名
ち

言己

(彙 第13区 )

宗夫薇 ●

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…ll易査澪?端
数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成ズP年 ∂ 月/夕 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行  埼玉県議会議 員一般選挙 (7在 第

候補者氏名 竹 本

/P区 )

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301.875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =単価ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超え

557.115円 +26円 73銭×(ポ スター掲示場数 -500)
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

そ
記

の
　
　
　
　
　
円
切

満
げ
　
　
　
　
１
は

未
上
　

　

〈
口
　

¨

円
切

　

　

場

　

価

１
は

　

　

る

　

単

　̈
　
　
　
　

んヽ
　
　
　
〓

端数

未満の端数
上げ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 埼工県幸ネ市中4丁口16本44号 /

住 所

~若
艘石覆辛

~丈
 堂 '~

―R線摘晨苺―′―雀一た
`―

―
法人代表者氏名

イ乍 成 枚 数 )っ ∂  枚

作 成 金 額
Z tt ο、σつ・

フ
   /円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /θ 、ケ /箇所

[

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成23年 //月 2夕 日

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書

次の とお リポスターを作成 した ものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議

候補

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出 してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

ポスター掲示場数     =単 価…
|よ易杢澪

の端熱

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…息易杢澪
の機

単価×確認された作成枚数=限度額

コ
し

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 (茄 サヤス髯
住 所 ク_丘 _れ_宝_/_I_曰_“甕_笠

“

テ
法人代表者氏名 ロ ロTが 入  /

作 成 枚 数 )ク θ /枚

作 成 金 額 メ7つ /′
′∂/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /′ 金 /箇所

lI



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成 してください。

平成ゼe年 ダ月′′日

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

候補者氏名

言己

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙

“

さ 第ノ″ 区)

イ■ど多

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 中央 FF刷 株 式会 着  /
住 所 埼■黒北為11邦形′町彩戸3-1-5 /

法人代表者氏名 麟 終澱 金 子 博

作 成 枚 数 ←ノ
`    /     

枚

作 成 金 額
ノθ夕′クθ? /     円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2ノ P  /      箇所

注

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額



平成ミ)年 卜月/ 日

ポ ス ター作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (「

F第
1ャ区 )

候補者氏名 zし た7
言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…(1易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…ι易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称

住 所

夕
湾

ヽ
ッ

ジ
灯曰＞ゎ

不だキ

“

ゎ >´ r2- ／

イ
ん
ァ
′

法人代表者氏名

作 成 枚 数 夕7レ
     枚

作 成 金 額 ,PCクγθ /  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 ンタr   ́ 箇所

lI



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成 >ぅ 年 十 月と,日

ポ ス タ ー作 成 証 明書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (17_第 1午 区)

候補者氏名

言己

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払 を請求するときは、この証明書 を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

●み
し

´
´
／れコ一イ

イ

ロ

当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

301,875円 +510円 48銭 ×ポスター掲示場数 =単価_・ , 2,   十日
= ¬ょ易杢澪

の端数
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

557,115円 +26円 73銭 ×(ポ スター掲示場数-500)_
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 麻銭 に 多 水 /
住 所 着3鼎■7門キ戸ヶ后 ]』 ∠附lす /
法人代表者氏名 なすd● ´仁

作 成 枚 数 /り  /  
「

%ィ  枚

作 成 金 額 ク7/、 PΣD/  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 2,P/ 箇所

圧ヽ

単価…な易杢澪
の端数



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成
'3年 十 月 1 日

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (

候補者氏名

言己

|ダ 区)

たノ、

第

　

原

条

ヤ

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 石眼次社 信′うネ■ /
住 所 だか十部),夜 2争 |ろ ′巴

`/法人代表者氏名 響 #孫考

作 成 枚 数 25午  /  枚

作 成 金 額 争97′ ′4θ  /  円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 12′7  /   箇所

圧̈

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が没収 された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象 となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとお りです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

=単価…は易杢澪
の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

12



※契約履行後に実際の作成枚数を確認 した上で作成してください。

平成pe年

ポ ス ター作 成 証 明 書

次のとお リポスターを作成 したものであることを証明 します。

平成 23年 4月 10日 執行 埼玉県議会議員一般選挙 (来 第 ノ

「
区)

候補者氏名 177本  解  一

[

1 この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成 し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。

2 ポスター作成業者が埼玉県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付 して

ください。

3 この証明書を発行 した候補者について供託物が涵収された場合には、ポスター作成業

者は、埼玉県に支払を請求することはできません。

4 1人 の候補者を通 じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づ く公費負

担の限度額は、次のとおりです。

(1)枚 数

当該選挙区におけるポスター掲示場数× 2枚

(2)限度額

イ 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

=単価…
1ま易杢澪

の端数

単価×確認された作成枚数=限度額

口 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を 超える場合

557.115円 +26円 73銭 ×(ポスター掲示場数-500)
ポスター掲示場数

単価×確認された作成枚数=限度額

′/

イ 月

●

コ
し

=単価…と易杢澪
の端数

12

ポ ス タ ー

作 成 業 者

氏名 名称 Йノ彰げ|′ρ/fJ   /
住 所 ♪ｆベゴ イ|ル|%子 /́t/― / /

法人代表者氏名 みノJ舞 瞬 ι 絆  /
作 成 枚 数 __F´  /枚

作 成 金 額 /)´ ど́  ́/円

当該選挙区におけるポスター掲示場数 /ユ ′ /箇所


